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招集ご通知

証券コード　7050
２０２５年７月15日

株　主　各　位
東 京 都 渋 谷 区 渋 谷 三 丁 目 ３ 番 ５ 号
株式会社フロンティアインターナショナル

代表取締役社長 河 村 康 宏

　当社ウェブサイト https://frontier-i.co.jp/

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　株主総会ポータルⓇ（三井住友信託銀行）
　https://www.soukai-portal.net QRコードは議決権行使書に記載がございます

第35回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第35回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下ウェブサイトに掲載しておりますので、いず
れかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

上記ウェブサイトにアクセスいただき、「IR情報」「IRニュース」を順に選択いただき、ご確認ください。

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「フロンティアインターナショナル」又は「コード」
に当社証券コード「7050」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主
総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、議決権行使書用紙記載のID・パスワードをご入力ください。

※各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございます。閲覧できない場合は
他のウェブサイトからご確認いただくか、時間をおいて再度アクセスしてください。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後記「議決権行使についてのご
案内」記載のいずれかの方法により2025年7月29日（火）午後７時までに議決権を行使してくださ
いますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2025年７月30日（水曜日）午前10時（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 東京都渋谷区渋谷三丁目３番５号

NBF渋谷イースト１階　当社会議室（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照く
ださい。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第35期（2024年５月１日から2025年４月30日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第35期（2024年５月１日から2025年４月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
議　　　案　剰余金処分の件

４．招集にあたっての決定事項
(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否

の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2)インターネットにより複数回、議決権行使された場合は、最後に行われたものを有効な議

決権行使としてお取り扱いいたします。
(3)インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使された場合は、インターネットによ

る議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
(4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし

て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となり
ますので、ご了承ください。

     

記

以　上

　電子提供措置事項については、１ページに記載のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認いただくことを原則として、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送り
することとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず一律に電子提供
措置事項を記載した書面をお送りいたします。
　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修
正後の事項を掲載いたします。

－ 2 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2025/07/03 19:36:36 / 24208476_株式会社フロンティア　インターナショナル_招集通知_電子提供措置用

議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案の賛否をご
表示のうえ、ご返送ください｡

日　時 行使期限 行使期限

2025年７月30日（水曜日）
午前10時（受付開始:午前９時30分）

2025年７月29日（火曜日）
午後７時入力完了分まで

2025年７月29日（火曜日）
午後７時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。
・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱
いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2025年7月29日（火曜日）19時まで

PC等による議決権行使方法
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。　▶https://www.web54.net

ご注意事項
●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使
書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。

●インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、
インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、
インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に
行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

●1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのためご利
用いただけません。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間  9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

スマートフォン等による議決権行使方法
2 株主総会ポータル®トップ画
面から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

3 スマート行使®トップ画面が表
示されます。以降は画面の案内
に従って賛否をご入力ください。

1 議決権行使書用紙に記載の
QRコード®を読み取ります。

※QRコードは（株）デンソーウェーブ
の登録商標です。

－ 4 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2025/07/03 19:36:36 / 24208476_株式会社フロンティア　インターナショナル_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況

( 2024年５月１日から
2025年４月30日まで　

)
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2024年５月１日～2025年４月30日）における国内経済は、インバウン
ド需要の増加や賃上げ等の一方で、物価上昇の影響や米国の新政権発足に伴う関税の引き上げ
方針を発端とする世界経済の悪化が懸念され、先行きに対する不透明感が増しています。
　2024年（１～12月）の日本の総広告費は、通年で７兆6,730億円（前年比104.9％）とな
り、2021年から４年連続で成長し、３年連続で過去最高を更新しました。日本の広告市場
は、好調な企業収益や消費意欲の活発化、世界的なイベント、インバウンド需要の高まりなど
に支えられ、「インターネット広告費」を中心に「マスコミ四媒体広告費」、「プロモーショ
ンメディア広告費」３つ全てのカテゴリーが成長しました。インターネット広告費は、３兆
6,517億円（前年比109.6％）となり、前年より3,187億円増加しました。SNS上の縦型動画
広告をはじめ、コネクテッドTVなどの動画広告需要が一層高まり、市場全体の拡大に寄与しま
した。マスコミ四媒体広告費は、２兆3,363億円（前年比100.9％）と３年ぶりに前年超えと
なりました。またプロモーションメディア広告費は１兆6,850億円（前年比101.0％）と前年
に続き増加しました。特に、人流がコロナ禍前に戻ったこともあり、屋外や交通、POP、イベ
ント・展示・映像ほかといったリアルな場面での成長が目立ちました。（「2024年日本の広
告費」株式会社電通調べ。）
　このような中、当社グループでは、M＆Aの加速によるソリューションの多様化及び人的資
本投資の加速を重点施策として展開をしてまいりました。
　当連結会計年度の事業面においては、イベント開催数が前年比11.2％増加する等、当社グル
ープの主力事業であるイベント領域で伸長があったこと、及び新規連結子会社の影響もあり売
上高は大きく増加しております。業種別では、情報・通信、食品業界を中心に昨年実績を超
過、オーガニックでも前期比で増収を確保しました。また、利益面では、採算性の改善を推し
進めた結果、人的資本投資等を拡大しながらも増益となりました。
　なお、当社の事業はソリューションの多様性を活かすと共に、最新かつ最先端のコンテンツ
をプロモーションに実装できるか、そして、それらがいかに総合的にプランニングされている
かが事業の競争優位性に直結するため、M＆Aによって当社グループの情報収集力を高め、事
業基盤を一気に拡大させることを重要な戦略としております。そのため、ここ１年間で既存ビ
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当事業年度の事業の状況

ジネスの周辺領域の会社を３社M＆Aするとともに、ＡＩやＩＰ等の最先端分野をはじめ、
様々な分野においてＣＶＣ設立以降４社に投資を実行してきました。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は20,335百万円（前期比20.0％増）、売上総利益
3,893百万円（同12.2％増）、営業利益1,277百万円（同5.6％増）、経常利益1,267百万円
（同2.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益876百万円（同79.5％増）となりました。

　なお、当社グループはプロモーション事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの
記載は省略しております。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度における重要な設備投資はありません。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度における重要な資金調達はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 32 期
(2022年４月期)

第 33 期
(2023年４月期)

第 34 期
(2024年４月期)

第 35 期
(当連結会計年度)
(2025年４月期)

売 上 高(百万円) 25,136 17,047 16,944 20,335

経 常 利 益(百万円) 3,182 1,864 1,232 1,267

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益(百万円) 2,121 1,302 488 876

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 468.88 288.87 109.69 196.87

総 資 産(百万円) 12,696 11,114 11,623 14,482

純 資 産(百万円) 7,321 7,995 8,248 9,028

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 1,616.06 1,791.44 1,844.24 1,998.04

⑵ 財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づい
て算出しております。

２. １株当たり純資産額は、期末発行済株式総数から期末自己株式数を控除した株式数に基づいて算出し
ております。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 32 期
(2022年４月期)

第 33 期
(2023年４月期)

第 34 期
(2024年４月期)

第 35 期
(当事業年度)

(2025年４月期)
売 上 高(百万円) 16,749 12,756 11,515 10,890

経 常 利 益(百万円) 2,224 1,214 1,001 940

当 期 純 利 益(百万円) 1,455 878 346 595

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 321.83 194.92 77.86 133.79

総 資 産(百万円) 10,784 8,898 8,436 9,859

純 資 産(百万円) 5,829 6,079 6,190 6,612

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 1,286.19 1,360.93 1,381.86 1,472.61

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づい
て算出しております。

２. １株当たり純資産額は、期末発行済株式総数から期末自己株式数を控除した株式数に基づいて算出し
ております。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
株式会社フロンティアダイレクト 10百万円 100.0％ 店頭販売支援事業
株 式 会 社 イ リ ア ル 50百万円 100.0％ デジタルマーケティング支援事業

株式会社ガイアコミュニケーションズ 50百万円 66.7％ 総合プロモーション事業及び総合
人材事業

株 式 会 社 シ ネ ブ リ ッ ジ 17百万円 76.5％ 広告業

株式会社マックスプロデュース 10百万円 100.0％
インナーイベントを主とした各種
イベント製作・プロデュース、映
像制作

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１.　2024年９月17日に株式会社シネブリッジの株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
　　　２.　2024年９月30日に株式会社マックスプロデュースの株式を取得し、同社を連結子会社といたしまし

た。
⑷ 対処すべき課題
　当社グループが対処すべき主な課題は、以下のとおりであります。
　①人材の確保及び育成
　当社グループがお客様に対して提供する体験価値は、人でしか創り出せないものであると考
えております。よって、当社グループにおいて人的資本は重要な位置づけとなります。
　このため、評価・報酬や人材の採用、育成といった人事制度全般に関して、採用競争力を強
化し、従業員の安定的な就業を実現すると共に多様なニーズに対応するための人的資本投資を
進めることで業界トップの待遇、働きやすさの実現を目指しております。
　人固有の感性が企業の競争力の源泉の一つとなるとの考えから、職位別、専門別研修はもち
ろんのこと、従業員の感性を養い、より豊かな想像力を育むために、リベラルアーツに特化し
た研修や既存の枠組みに囚われない自由な発想やアイデアが生み出される環境を整え、未体験
を開拓し、全ての人の経験にできる人材の育成を図ってまいります。

②M＆Aの推進
　当社グループの事業は、ソリューションの幅を広げつつ、いかに最新かつ最先端のコンテン
ツをイベントに実装できるか、それらが統合的にプランニングされているかが事業の競争優位
性に直結するため、M＆Aによって当社グループの情報感度をさらに高め、ソリューションの
幅や事業基盤を一気に拡大させることを重要な戦力としております。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

③販売チャネルの拡大
　当社グループは大手広告会社からの受注を事業基盤としながらも、メーカーやサービス業等
のクライアントからも案件を直接受注しておりますが、この直接受注の割合をさらに高めるこ
とを目標としております。販売チャネルの多様化は、事業の安定性を高めるだけでなく、業界
やポジショニング等において多様なクライアントと協業させていただくことで、当社の提案
力、商品力の向上に、より磨きをかけてまいります。

④組織体制の更なる強化
　当社グループはクライアントに対してグループ全体として、より高水準のサービスを提供す
るために、担当者個人の知識や経験によるノウハウや制作スタイルに過度に依拠することな
く、組織としてのノウハウの蓄積を進めるとともに、組織的なナレッジシェアリングシステ
ム、営業活動の「見える化」等、社内のインフラ整備を進め、個人の能力を組織として補完で
きるように内部管理体制の強化を行うと共に、ＡＩを積極的に活用することで、労働生産性を
向上させ、組織改革を行なってまいります。

事 業 区 分 事 業 内 容

イベントプロモーション フィールドイベント等の企画・運営・制作

デジタルプロモーション デジタルキャンペーン企画運営、コンテンツ制作

キャンペーンプロモーション キャンペーン事務局の運営等やプレミアム・ノベルティ企画制作

Ｐ　Ｒ PR・広報活動の計画・戦略の策定とアドバイス

ス ペ ー ス プ ロ デ ュ ー ス イベント美術、ディスプレイ等

店 頭 販 売 支 援 事 業 店頭販売支援事業他

⑸ 主要な事業内容（2025年４月30日現在）

－ 10 －
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主要な営業所及び工場、使用人の状況

本 社 東京都渋谷区渋谷三丁目３番５号

支 社 大阪オフィス（大阪府大阪市）

株 式 会 社 フ ロ ン テ ィ ア ダ イ レ ク ト 本社（東京都渋谷区）、名古屋オフィス（愛知県名古屋市）、
大阪オフィス（大阪府大阪市）、福岡オフィス（福岡県福岡市）

株 式 会 社 イ リ ア ル 本社（東京都渋谷区）

株式会社ガイアコミュニケーションズ 本社（東京都千代田区）、関西オフィス（大阪府大阪市）
福岡オフィス（福岡県福岡市）

株 式 会 社 シ ネ ブ リ ッ ジ 本社（東京都港区）大阪オフィス（大阪府大阪市）

株 式 会 社 マ ッ ク ス プ ロ デ ュ ー ス 本社（東京都渋谷区）

⑹ 主要な営業所及び工場（2025年４月30日現在）
① 当社

② 子会社

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 432 (884)名 92名増 (546名減)

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

213（13）名 26名増（4名減） 30.7歳 4.3年

⑺ 使用人の状況（2025年４月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除く）であり、契約社員、アルバイ
ト等の臨時雇用者は、最近１年間の平均雇用人数を（　）外数で記載しております。

２. 当社グループは、プロモーション事業のみの単一セグメントであるため、グループ全体での従業員数
を記載しております。

３. 使用人数が前連結会計年度末と比べて92名増加しましたのは、2024年9月17日付けで株式会社シネ
ブリッジを、2024年９月30日付けで株式会社マックスプロデュースをそれぞれ連結子会社化したた
めと、新卒の採用によるものであります。

② 当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除く）であり、契約社員、アルバイト等の臨時雇用
　　  　　者数は、最近１年間の平均雇用人数を（　）外数で記載しております。

2.　使用人数が前連結会計年度末と比べて26名増加しましたのは、新卒の採用によるものであります。

－ 11 －
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主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

借入先 借入額
株式会社東日本銀行 156,250千円
株式会社商工組合中央金庫 50,000
株式会社武蔵野銀行 32,500
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 30,864
株式会社常陽銀行 27,489
株式会社りそな銀行 9,719
株式会社日本政策金融公庫 3,200

⑻ 主要な借入先の状況（2025年4月30日現在）

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 12 －
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株式の状況

① 発行可能株式総数 17,120,000株
② 発行済株式の総数 4,619,000株
③ 株主数 1,814名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

河 村 　 康 宏 2,386千株 53.63％

渡 邊 伸 一 郎 336 7.56

古 井 　 　 貴 336 7.56

三 晃 繊 維 工 業 株 式 会 社 176 3.96

株式会社プレミアム・キャピタル・マネジメント 108 2.43

I N T E R A C T I V E  B R O K E R S  L L C 92 2.08

宗 像 　 恒 和 49 1.11

株 式 会 社 タ ケ ナ カ 33 0.75

江 口 　 貴 宣 28 0.63

松 本 　 正 樹 24 0.54

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2025年４月30日現在）

④ 大株主

（注）１. 当社は、自己株式を169,100株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

－ 13 －
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新株予約権等の状況

第４回新株予約権
発行決議日 2021年１月21日
新株予約権の数 10,000個
新株予約権の目的となる株式の
種類及び数

普通株式株
（新株予約権１個につき１株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり14.94円
新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり1,925円
（１株当たり1,925円）

権利行使期間 2026年８月１日から
2031年１月20日まで

行使条件 （注）1

役員の保有状況

取締役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数10,000個
目的となる株式数10,000株
保有者数１名

社外取締役
新株予約権の数　－個
目的となる株式数　－株
保有者数　－名

監査役
新株予約権の数　－個
目的となる株式数　－株
保有者数　－名

⑵ 新株予約権等の状況
当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権の状況

（注） 第４回新株予約権の行使の条件
（１）　本新株予約権の付与を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、本新株予
　　　約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役
　　　等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、定年退職により
　　　退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限
　　　りではない。
（２）　本新株予約権者が2026年８月１日から2031年１月20日までに死亡した場合、そ
　　　の相続人は本新株予約権を行使することができない。

－ 14 －
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新株予約権等の状況

（３）　本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株
　　　予約権を行使することができない。ただし、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取
　　　締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではな
　　　い。

①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等
の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合（ただし、当社の
書面による事前の承認を得た場合を除く。）
③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処
分を受けた場合
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手
が不渡りになった場合
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
又は自らこれを申し立てた場合
⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに
該当した疑いのある場合

（４）　本新株予約権者は、2026年４月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計
　　　算書における売上高が下記（a）又は（b）に掲げる各金額を超過した場合、各新株予
　　　約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合（以下、「行使
　　　可能割合」という。）の個数を売上高の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日
　　　の翌月１日から権利行使期間の末日までにそれぞれ行使することができる。
(a) 売上高が165億円を超過した場合 行使可能割合：50％
(b) 売上高が200億円を超過した場合 行使可能割合：50％
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 河 村 　 康 宏 ㈱フロンティアダイレクト 取締役
㈱イリアル 取締役

常 務 取 締 役 古 井 　 　 貴 営業統括本部長
㈱フロンティアダイレクト 代表取締役

取 締 役 清 水 　 紀 年 管理本部長 兼 経営企画室長

取 締 役 江 口 　 貴 宣
営業統括副本部長
㈱イリアル 取締役
㈱シネブリッジ 取締役

取 締 役 岩 﨑 　 　 明 ㈱あらた ITDX担当顧問
楽天グループ㈱ プロジェクトアドバイザー

常 勤 監 査 役 平 川 　 　 功 ㈱久世 社外取締役
監 査 役 田 中 　 晃 次

監 査 役 美 澤 　 臣 一
コ・クリエーションパートナーズ㈱ 代表取締役
Kudan㈱ 社外取締役(監査等委員)
JIG-SAW㈱ 社外取締役(監査等委員)
㈱ワンキャリア社外取締役(監査等委員)

⑶ 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2025年４月30日現在）

（注）１. 取締役岩﨑明氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役平川功氏、監査役田中晃次氏及び監査役美澤臣一氏は、社外監査役であります。
３. 常勤監査役平川功氏、監査役田中晃次氏及び監査役美澤臣一氏は、以下のとおり、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役平川功氏は、長年にわたる財務・会計の経験知識に加え、事業会社におけるCFOや監

査役を歴任しており、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
・監査役田中晃次氏は、長年にわたり住友スリーエム株式会社（現スリーエムジャパン株式会社）に

おいて勤務された後、同社の監査役に就任された経験を持ち、十分な経験と見識を有していること
から、職務を適切に遂行できるものと判断しております。

・監査役美澤臣一氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に精通し、企業経営
を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。

４. 当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は、第一営業本部長の松本正樹であります。
５. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
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会社役員の状況

② 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定及び定款に基づき、非業務執行取締役及び監査役との
間で責任限定契約を締結しております。非業務執行取締役及び監査役が当社に対して会社法第
423条第１項の損害賠償責任を負う場合、会社法第427条第１項に規定する要件に該当する場
合には、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。な
お、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役及び監査役が責任の原因となった
職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 取締役及び監査役の報酬等
イ. 取締役及び監査役の報酬等

役員の報酬等の内容に係る決定方針
a. 基本方針
　当社の取締役の報酬に係る基本方針は取締役会にて決定しており、取締役が継続的かつ
中長期的な業績向上への意欲を高め、当社の価値の増大に資することを狙いとして構築す
ること、また、個々の取締役の報酬の決定に際して、各役位・職責を踏まえた適正な水準
とすることとしております。具体的には、常勤取締役の報酬は、固定報酬としての基本報
酬と賞与にて構成されており、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支
給しております。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容に関する方針等
　当社の取締役の報酬等は、金銭報酬であり、固定報酬と業績連動報酬（賞与）により構
成しております。固定報酬と業績連動報酬（賞与）の割合は、各人の報酬等が全体として
適切なインセンティブとして機能するように決定されます。ただし、業績連動報酬（賞
与）については、その職責を踏まえて社外取締役には支給しておりません。
固定報酬の額については、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その
他各種の要素を勘案して決定するものとして毎月支給します。
業績連動報酬（賞与）の決定においては、業績との連動性を高めるため、当社グループの
売上高、売上総利益、営業利益等を指標として採用しております。当該指標について実績
値を段階的に評価した上でその評価に基づき報酬額を決定するものとして年1回一定の時
期に支給します。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　取締役の個人別の報酬については、株主総会で承認された年間報酬総額の範囲内で、取
締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受け決定してお
ります。

－ 17 －
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区 分 報 酬 の 総 額
報酬等の種類別の総額

員 数基本報酬 業績連動
報酬

非金銭
報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

120,554千円
（3,000千円）

120,554千円
（3,000千円）

―
（－）

―
（－）

５名
  （１名）

監 査 役
（うち社外監査役）

15,300千円
（15,300千円）

15,300千円
（15,300千円）

―
（－）

―
（－）

３名
  （３名）

合 計
（うち社外役員）

135,854千円
（18,300千円）

135,854千円
（18,300千円）

―
（－）

―
（－）

８名
  （４名）

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2009年７月30日開催の第19回定時株主総会において、年額250百万円以

内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締
役の員数は、３名です。

3. 監査役の報酬限度額は、2014年７月28日開催の第24回定時株主総会において、年額50百万円以内
と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。

4. 取締役会は、代表取締役社長河村康宏に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締
役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社
全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適してい
ると判断したためであります。

－ 18 －
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 岩 﨑 　 明

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席いたしまし
た。出席した取締役会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広
い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。特に
システム側面からの企業投資について、専門的な立場から監督、助言を
行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果
たしております。

監査役 平 川 　 功
当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会15回のう
ち15回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会におい
て、監査役であった経験に基づき、適宜発言を行っております。

監査役 田 中 晃 次

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会15回のう
ち15回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会におい
て、監査役であった幅広い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言
を行っております。

監査役 美 澤 臣 一

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会15回のう
ち15回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会におい
て、金融機関における長年の経験に基づき、専門的な見地から適宜発言
を行っております。

④ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役岩﨑明氏は、株式会社あらたのITDX担当顧問、楽天グループ株式会社のプロジェ
クトアドバイザーであります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役平川功氏は、株式会社久世の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別
の関係はありません。

・監査役美澤臣一氏は、コ・クリエーションパートナーズ株式会社の代表取締役、Kudan株
式会社、JIG-SAW株式会社、株式会社ワンキャリアの監査等委員である社外取締役であ
ります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったもの
とみなす書面決議が８回ありました。

－ 19 －
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

イ. 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 44,000千円

ロ. 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額 －千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 44,000千円

⑷ 会計監査人の状況
① 名称 EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

３. 上記の他、当事業年度に前事業年度の監査に係る追加報酬5,000千円を支払っております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。

－ 20 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針

３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、会社経営の透明性及び業務の適正性を確保するために組織体制が重要であると考えて
おりますので、その基本方針に基づいた体制の整備、運用を行ってまいります。その概要は以下
のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス基本方針」を制定し、全役

職員に周知・徹底する。
ロ. コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コ

ンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
ハ. コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上

を図る。
ニ. 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
（運用状況）
　コンプライアンス管理規程に基づき設置されたコンプライアンス委員会を開催し、コンプ
ライアンス上の重要な問題の審議を行い、リスク情報の社内共有を行いました。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ. 取締役の職務の執行に係る情報については、文書又は電磁的記録媒体に記録し、法令及び

文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
ロ. 取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
（運用状況）
　取締役の職務執行に係る情報は、取締役会規程及び文書管理規程に基づき、保存期間及び
所管部を定め、適切に管理しています。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. コンプライアンス委員会は、会社の事業活動において想定されるリスクに対応する組織、

責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築するものとする。
ロ. 反社会的勢力・リスク対策委員会、安全対策委員会、情報セキュリティ委員会、取引委員

会、衛生委員会の５委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体
制の強化を図る。

ハ. 危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対
して適切かつ迅速に対処するものとする。

－ 21 －
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（運用状況）
　反社会的勢力・リスク対策委員会、安全対策委員会、情報セキュリティ委員会、取引委員
会、衛生委員会を原則毎月１回開催し、適時取締役会、又は経営会議に報告を行っていま
す。また、フロンティアインターナショナルBCPを策定し、危機発生時の組織体制及び連絡
体制を整備しています。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離する。
ロ. 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づき、取締役の職務及び権限、責任の明

確化を図る。
ハ. 取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
（運用状況）
　業務分掌規程及び職務権限規程に定める量的基準及び質的基準に基づき、意思決定機関、
又は意思決定者を明確にすることによって職務の執行を効率的に行っています。また、取締
役会の二次的な補助機関である経営会議を設け、当社グループの経営上重要な業務の執行案
件、事業リスク等について協議・検討を行っています。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 関係会社管理は、管理本部が主管し、関係会社管理規程に基づき、関係会社管理を行う。
ロ. 取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、経営企画室はその進捗状況を毎月取締役

会に報告する。
ハ. 内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報

告する。
（運用状況）
　関係会社管理規程に基づき、子会社の経営に関する重要事項は、当社による事前承認また
は当社への報告の対象としています。また、当社の内部監査室が子会社の業務監査を実施し
ています。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項

　　　監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議の上、監査役スタッフを任命し、当該監
査業務の補助に当たらせる。

－ 22 －
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（運用状況）
　監査役からの求めはありません。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ. 監査役より、監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受

けないものとする。
ロ. 当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
（運用状況）
　監査役の補助の要請を受けた使用人はおりません。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ. 監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執

行状況の報告を求めることができる。
ロ. 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実

を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
ハ. 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、

速やかに報告する。
（運用状況）
　監査役は取締役会のほか経営会議等にも出席し、取締役との情報交換を積極的に行ってい
ます。また、内部通報の窓口に監査役を定め、使用人が法令違反の事実等を監査役に報告で
きる体制を整えています。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
ロ. 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
ハ. 監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
ニ. 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、

その他専門家の意見を聴取することができる。
（運用状況）
　代表取締役と監査役との間で意見及び情報の交換を実施しています。

４. 会社の支配に関する基本方針
特記事項はありません。

－ 23 －
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　   産 　   の 　   部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び　
契 約 資 産
未 成 業 務 支 出 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
出 資 金
長 期 未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

11,861,924
7,499,018

3,398,095

303,791
699,759
△38,740

2,620,154
167,747
148,485

1,192
8,415
4,069
5,583

568,230
558,676

9,179
373

1,884,177
567,931
436,747
161,809
13,000

432,363
276,543
△4,217　

（ 負 　   債 　   の 　   部 ）
流 動 負 債 4,752,593

買 掛 金 2,626,714
短 期 借 入 金 110,000
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 59,995

未 払 費 用 654,147
未 払 法 人 税 等 415,876
未 成 業 務 受 入 金 269,999
そ の 他 615,860

固 定 負 債 700,655
長 期 借 入 金 140,027
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 309,716
退 職 給 付 に 係 る 負 債 163,509
資 産 除 去 債 務 81,135
そ の 他 6,267

負 債 合 計 5,453,248
（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）

株 主 資 本 8,882,346
資 本 金 51,625
資 本 剰 余 金 378,141
利 益 剰 余 金 8,736,763
自 己 株 式 △284,183

その他の包括利益累計額 8,734
その他有価証券評価差額金 8,734

新 株 予 約 権 59,072
非 支 配 株 主 持 分 78,675
純 資 産 合 計 9,028,830

資 産 合 計 14,482,079 負 債 純 資 産 合 計 14,482,079

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年４月30日現在）

（単位：千円）
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連結損益計算書

( 2024年５月１日から
2025年４月30日まで　

)
科 目 金 額

売 上 高 20,335,121
売 上 原 価 16,441,134
売 上 総 利 益 3,893,987
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,616,308
営 業 利 益 1,277,678
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,573
受 取 配 当 金 5,293
有 価 証 券 利 息 7,767
そ の 他 24,416 40,050

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,629
売 上 債 権 売 却 損 252
為 替 差 損 20,377
投 資 事 業 組 合 運 用 損 3,373
そ の 他 22,935 50,568

経 常 利 益 1,267,159
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,159
段 階 取 得 に 係 る 差 益 54,235
負 の の れ ん 発 生 益 46,716 104,110

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 2,280 2,280

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,368,990
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 541,044
法 人 税 等 調 整 額 △44,323 496,721
当 期 純 利 益 872,269
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △3,798
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 876,068

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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連結株主資本等変動計算書

( 2024年５月１日から
2025年４月30日まで　

)
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 51,625 378,141 8,034,241 △284,183 8,179,824
当連結会計年度変動額
剰 余 金 の 配 当 △173,546 △173,546
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 876,068 876,068

株主資本以外の項目の当連結会
計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) －

当連結会計年度変動額合計 － － 702,522 － 702,522
当連結会計年度末残高 51,625 378,141 8,736,763 △284,183 8,882,346

その他の包括利
益 累 計 額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 26,838 26,838 41,398 ー 8,248,061
当連結会計年度変動額
剰 余 金 の 配 当 △173,546
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 876,068

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) △18,103 △18,103 17,674 78,675 78,246

当連結会計年度変動合計 △18,103 △18,103 17,674 78,675 780,768
当連結会計年度末残高 8,734 8,734 59,072 78,675 9,028,830

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ５社
・主要な連結子会社の名称 株式会社フロンティアダイレクト

株式会社イリアル
株式会社ガイアコミュニケーションズ
株式会社シネブリッジ
株式会社マックスプロデュース

・連結の範囲の変更　　　　　　　当連結会計年度から株式会社シネブリッジ及び株式会社マックスプロ
デュースについて、株式を取得し、子会社化したため、連結の範囲に含
めることとしたものであります。

② 非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 株式会社トリニティ

株式会社LOVE
株式会社ヴァンクラフト

・連結の範囲から除いた理由 　非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも
連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

⑵ 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

　該当事項はありません。
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称 株式会社トリニティ
株式会社LOVE
株式会社ランプ東京
株式会社ヴァンクラフト
株式会社KT Partners

・持分法を適用しない理由 　各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響
が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用の範
囲から除外しております。
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連結注記表

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　　連結子会社のうち、株式会社ガイアコミュニケーションズ及び株式会社シネブリッジの決算日は２月28
　日であります。また、株式会社マックスプロデュースの決算日は９月30日であります。連結計算書類の作
　成にあたっては、株式会社ガイアコミュニケーションズ及び株式会社シネブリッジは、同日現在の計算書類
　を使用、株式会社マックスプロデュースについては、３月31日の仮決算に基づく計算書類を使用し、連結
　決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決
　算日は、連結決算日と一致しております。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 満期保有目的の債券
　　　　　　償却原価法（定額法）を採用しております。

ロ. その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
・市場価格のない株式等 　　　　　　 移動平均法による原価法を採用しております。

　　　　　　 なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への
　　　　　 出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな
　　　　　 されるもの）については、組合契約に規定される決算報告
　　　　　 日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当
　　　　　 額を純額で取り込む方法によっております。

ハ. 棚卸資産
・未成業務支出金 　当社及び連結子会社は主として個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しており
ます。
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連結注記表

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産

　当社及び連結子会社は定率法を採用しております。ただし、1998年
４月１日以降に取得した建物（建物附属設備の一部を除く）について
は、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　　　　　　　15年～47年
工具、器具及び備品　３年～10年
機械装置及び運搬具　６年～８年

ロ. 無形固定資産
　当社及び連結子会社は定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 　売上債権等の貸倒損失に備えるため、当社及び連結子会社は一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 役員退職慰労引当金 　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び一部の連結子会社は
内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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連結注記表

④ 重要な収益及び費用の計上基準
　　　当社グループは、プロモーション事業を主な事業とし、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転

した時点で、当該財又はサービスと交換に対価を受け取れると見込まれる金額で収益を認識しておりま
す。

　　　当社グループにおける、主な履行義務の内容は、セールスプロモーションやイベントプロモーション
の企画制作業務、店頭販促支援やＢＰＯサービスの企画運営業務があります。セールスプロモーション
やイベントプロモーションの企画制作業務、店頭販促支援やＢＰＯサービスの企画運営業務の大半は、
顧客への業務がすべて完了するまでは対価の回収可能性に不確実性を有することから、これらは一時点
で充足される履行義務として、業務完了時に収益を認識することとしております。ただし、ＢＰＯサー
ビスの企画運営業務のうち個別契約においてキャンセル条項が明示されている案件、店頭販促支援で派
遣基本契約を締結しているサービスにおいては、一定の期間にわたり充足される履行義務であるため、
進捗度を見積り、それに基づいた収益を一定の期間にわたり認識しております。

　　　なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができ、かつ発生した費用の回収可能性が
ある場合は、提供単価×時間×人数により収益を計算しております。合理的に見積ることが困難で、か
つ発生した費用の回収可能性が見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　　退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
用いた簡便法を適用しております。また、一部の連結子会社は確定拠出
型の制度として、中小企業退職金共済制度を採用しており、当該制度に
基づく要拠出額をもって費用処理しております。

　　のれんの償却方法及び償却期間
　のれんは20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により償却
しています。
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連結注記表

２. 会計方針の変更に関する注記
　　　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
　　　　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
　　　「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　　　　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基
　　　準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業
　　　会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）第65－２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱いに
　　　従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影響はありません。
　　　　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計
　　　算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期
　　　首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後
　　　の計算書類となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計算書類への影響
　　　はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
　繰延税金資産の回収可能性
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　繰延税金資産…　161,809千円

⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生し
た課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資
産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

　営業債権に関する貸倒引当金
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　　貸倒引当金…　△42,957千円

⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
　①算出方法
　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、営業債権を一般債権、貸倒懸念債権等の特定の債権に区分し、
　売上債権の入金管理や回収予定表を用いた債権の年齢管理等により、一般債権と貸倒懸念債権等の特定の
　債権の金額を把握しております。貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
　の特定の債権については個別に回収可能性を検討し計上しております。
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連結注記表

（１）有形固定資産の減価償却累計額 159,570千円

受取手形 35,742千円
売掛金 3,362,353千円
契約資産 －千円
合計 3,398,095千円

普通株式 4,619,000株

　②主要な仮定
　　一般債権に係る貸倒引当金は、一般債権に過去の貸倒実績率を乗じて算定しているため、将来の貸倒実
　績率は過去の貸倒実績率に近似するという仮定のもと計算しております。また、貸倒懸念債権等の特定の
　債権の回収可能性の評価にあたっては、滞留期間や債務者の財政状態、あるいは債務者との返済交渉の状
　況など、様々な要因を総合的に勘案して債権の回収可能性を評価しております。

　③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　　上記の見積りは現時点の最善の見積りであるものの、債務者の財務状況の評価や売上債権の滞留状況を
　含む回収可能性の検討については、経営者の判断を伴います。また、経済環境の変化等により当初の見積
　りに用いた仮定が変化した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類における貸倒引当金の計上金額に影
　響を及ぼす可能性があります。

４. 連結貸借対照表に関する注記

（２）受取手形、売掛金及び契約資産の内訳

（３）保証債務

　　　下記の会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

　　　　株式会社ガレリアインターナショナル　　　　5,767千円

５.　連結株主資本等変動計算書に関する注記

⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数
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決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 4 年 ７ 月 2 6 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 173,546 39 2024年４月30日 2024年７月29日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 7 月 3 0 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 440,540 99 2025年４月30日 2025年７月31日

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

⑶ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的と
なる株式の数

　　　該当事項はありません。

６. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、人員計画や設備投資計画に照らして、必要な資金を調達しております。また、当社グ
ループは、安全性の高い金融商品に限定し、投資環境等を勘案し慎重に判断しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券及び出資金は、主に満期保有目的の債券、投資事業組合への出資金及び業務上の関係を有
する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日です。一部外貨建てのものについて
は、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債務は財務経理部財務課が管理しております。
　借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、経理規程に従い営業債権について、財務経理部が主要な取引先の状況を定期的にモ
ニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念
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の早期把握や軽減を図っております。
ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社グループは、外貨建ての営業債権債務について、財務経理部が通貨別、月別に為替相場のモニタ
リングを行っております。
　投資有価証券及び出資金については、定期的に価額や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、
満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に
見直しております。
　また、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避するために、金利スワップ取引を利用しておりま
す。

ハ. 資金調達に係る流動性のリスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき、財務経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、
手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、当社と同様の
資金繰り計画を作成・更新し、同様の管理を行っております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

⑴ 投資有価証券

　　①満期保有目的の債券 96,905 97,657 752

　　②その他有価証券 213,475 213,475 －

⑵　未収入金 716,363 711,322 △5,041

⑶ 敷金及び保証金 436,747 290,967 △145,779

資産計 1,463,491 1,313,422 △150,069

⑷　長期借入金 200,022 198,300 △1,721

負債計 200,022 198,300 △1,721

連結貸借対照表計上額（千円）
非上場株式 116,455
関係会社株式 72,000
投資事業組合への出資金 69,095
その他の出資金 13,000

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2025年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、市場価格のない株式等は含めておりません（（注）１参照）。また、現金及び預金、受取手
形、売掛金及び契約資産、買掛金、未払費用、未払法人税等、短期借入金は短期間で決済されるため時価が
帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（注）１. 市場価格のない株式等
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１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 7,497,691 － － －
受取手形、売掛金及び
契約資産 3,398,095 － － －

投資有価証券

　満期保有目的の債券 － 101,285 － －

　その他 － 5,000 10,000 －

未収入金 283,999 432,363 － －

合計 11,179,787 538,648 10,000 －

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

長期借入金 59,995 127,533 12,494 －
合計 59,995 127,533 12,494 －

　　　２. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

３. 借入金の連結決算日後の償還予定額

４. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 16,932 － － 16,932
　　社債 － 15,000 － 15,000
　　その他 － 181,542 － 181,542

資産計 16,932 196,542 － 213,475

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　満期保有目的の債券
　　社債 － 97,657 － 97,657
敷金及び保証金 － 290,967 － 290,967
未収入金 － 711,322 － 711,322

資産計 － 1,099,947 － 1,099,947
長期借入金 － 198,300 － 198,300

負債計 － 198,300 － 198,300

⑴ 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

⑵ 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技術法及びインプットの説明
　投資有価証券
　　上場株式は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
　をレベル１の時価に分類しております。
　　債券は取引金融機関から提示された価格等によっており、社債はレベル２の時価に分類しております。
　　投資信託は、公表されている基準価格等によっており、レベル２の時価に分類しております。
　敷金及び保証金
　　これらの時価は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割
　り引いた現在価値により算定しております。そのため、レベル２の時価に分類しております。
　未収入金
　　未収入金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引
　いた現在価値により算定しております。そのため、レベル２の時価に分類しております。
　長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）
　　長期借入金の時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現
　在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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プロモーション事業
一時点で移転される財又はサービス
一定の期間にわたり移転される財又はサービス

19,163,903千円
1,171,218千円

顧客との契約から生じる収益 20,335,121千円
その他の収益 －千円
外部顧客への売上高 20,335,121千円

当連結会計年度
契約負債（期首残高） 82,568千円
契約負債（期末残高） 269,999千円

⑴ １株当たりの純資産額 1,998円04銭
⑵ １株当たりの当期純利益 196円87銭

７. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　　　「1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等⑷会計方針に関する事項④重

要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。

⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　　　契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しておりま
す。
　契約負債は、主にプロモーション事業にかかる前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識
に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれてい
た額は、72,061千円であります。当連結会計年度中の契約負債残高について、主な増加理由は翌期に開催
するイベントにかかる前受金となります。

８. １株当たり情報に関する注記

９. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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　 取得の対価 企業結合の直前に保有していた株式の企業結合日における時価   68,235千円
　 取得の対価 現金 153,529
　 取得原価 221,764

10. 企業結合に関する注記
　取得による企業結合
　・株式会社シネブリッジ
　⑴企業結合の概要
　　①被取得企業の名称及びその事業の内容
　　　被取得企業の名称　　　株式会社シネブリッジ
　　　事業の内容　　　　　　広告業
　　②企業結合を行った主な理由
　　　当社の事業ドメインとの親和性の高さによる事業領域の拡大及び更なる付加価値の向上のため
　　③企業結合日
　　　2024年９月17日（株式取得日）
　　　2024年８月31日（みなし取得日）
　　④企業結合の法的形式
　　　現金を対価とする株式取得
　　⑤結合後企業の名称
　　　変更ありません。
　　⑥取得した議決権比率
　　　企業結合直前に所有していた議決権比率　23.5％
　　　企業結合日に追加取得した議決権比率　　53.0％
　　　取得後の議決権比率　　　　　　　　　　76.5％
　　⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
　　　現金を対価として、株式を取得したことによるものであります。
　⑵被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

　⑶主要な取得関連費用の内容及び金額
　　アドバイザリー業務等に対する報酬・手数料等　2,000千円
　⑷被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取引原価の合計額との差額
　　段階取得に係る差益　54,235千円
　⑸発生したのれんの金額及び発生原因、償却方法及び償却期間
　　企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額46,716千円を負ののれん発生益として特
　別利益に計上しております。
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　 取得の対価 現金 400,000千円
　 取得原価 400,000

　・株式会社マックスプロデュース
　⑴企業結合の概要
　　①被取得企業の名称及びその事業の内容
　　　被取得企業の名称　　　株式会社マックスプロデュース
　　　事業の内容　　　　　　インナーイベントを主とした各種イベント製作・プロデュース、映像制作
　　②企業結合を行った主な理由
　　　当社の事業ドメインとの親和性の高さによる事業領域の拡大及び更なる付加価値の向上のため
　　③企業結合日
　　　2024年９月30日（株式取得日）
　　　2024年９月30日（みなし取得日）
　　④企業結合の法的形式
　　　現金を対価とする株式取得
　　⑤結合後企業の名称
　　　変更ありません。
　　⑥取得した議決権比率
　　　100％
　　⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
　　　現金を対価として、株式を取得したことによるものであります。
　⑵被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

　⑶主要な取得関連費用の内容及び金額
　　アドバイザリー業務等に対する報酬・手数料等　2,000千円
　⑷発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　　①発生したのれんの金額
　　　289,172千円
　　②発生原因
　　　主として株式会社マックスプロデュースの今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であり
　　ます。
　　③償却方法及び償却期間
　　　７年間にわたる均等償却

11. その他の注記
　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部） （ 負 　   債 　   の 　   部 ）

流 動 資 産 7,076,731 流 動 負 債 2,900,816
現 金 及 び 預 金 4,123,970 買 掛 金 1,800,184
受 取 手 形 24,059 未 払 金 110,405
売 掛 金 2,047,242 未 払 費 用 325,868
未 成 業 務 支 出 金 214,049 未 払 法 人 税 等 272,728
前 渡 金 45,568 未 払 消 費 税 等 47,747
前 払 費 用 80,261 未 成 業 務 受 入 金 111,365
そ の 他 558,119 預 り 金 232,516
貸 倒 引 当 金 △16,540 固 定 負 債 346,911

固 定 資 産 2,783,044 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 181,000
有 形 固 定 資 産 68,655 退 職 給 付 引 当 金 111,886
建 物 59,773 資 産 除 去 債 務 54,025
工具、器具及び備品 4,812
土 地 4,069

無 形 固 定 資 産 5,354 負 債 合 計 3,247,728
ソ フ ト ウ ェ ア 4,981 （ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）
そ の 他 373 株 主 資 本 6,544,239

投 資 そ の 他 の 資 産 2,709,034 資 本 金 51,625
投 資 有 価 証 券 480,931 資 本 剰 余 金 378,141
関 係 会 社 株 式 1,172,998 資 本 準 備 金 41,625
出 資 金 12,420 そ の 他 資 本 剰 余 金 336,516
長 期 未 収 入 金 432,363 利 益 剰 余 金 6,398,656
敷 金 及 び 保 証 金 334,968 利 益 準 備 金 2,500
長 期 預 金 81,090 そ の 他 利 益 剰 余 金 6,396,156
保 険 積 立 金 55,468 別 途 積 立 金 45,000
繰 延 税 金 資 産 121,628 繰 越 利 益 剰 余 金 6,351,156
そ の 他 21,382 自 己 株 式 △284,183
貸 倒 引 当 金 △4,217 評 価 ・ 換 算 差 額 等 8,734

その他有価証券評価差額金 8,734
新 株 予 約 権 59,072
純 資 産 合 計 6,612,047

資 産 合 計 9,859,776 負 債 純 資 産 合 計 9,859,776

貸　借　対　照　表
（2025年４月30日現在）

（単位：千円）
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損益計算書

( 2024年５月１日から
2025年４月30日まで　

)
科 目 金 額

売 上 高 10,890,975
売 上 原 価 8,259,823
売 上 総 利 益 2,631,152
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,766,503
営 業 利 益 864,648
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,976
業 務 受 託 手 数 料 96,701
有 価 証 券 利 息 7,767
そ の 他 6,569 117,014

営 業 外 費 用
売 上 債 権 売 却 損 83
為 替 差 損 20,377
投 資 事 業 組 合 運 用 損 3,373
そ の 他 17,609 41,443

経 常 利 益 940,219
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 486 486
税 引 前 当 期 純 利 益 939,733
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 364,788
法 人 税 等 調 整 額 △20,400 344,388
当 期 純 利 益 595,345

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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株主資本等変動計算書

( 2024年５月１日から
2025年４月30日まで　

)
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主
資本合計資本

準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 51,625 41,625 336,516 378,141 2,500 45,000 5,929,357 5,976,857 △284,183 6,122,440

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △173,546 △173,546 △173,546

当 期 純 利 益 595,345 595,345 595,345

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期変動額合計 － － － － － － 421,799 421,799 － 421,799

当 期 末 残 高 51,625 41,625 336,516 378,141 2,500 45,000 6,351,156 6,398,656 △284,183 6,544,239

評価・換算差額等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 26,719 26,719 41,398 6,190,557
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △173,546
当 期 純 利 益 595,345
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 ) △17,984 △17,984 17,674 △309

当 期 変 動 額 合 計 △17,984 △17,984 17,674 421,489
当 期 末 残 高 8,734 8,734 59,072 6,612,047

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

（イ）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

（ロ）満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）を採用しております。

（ハ）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用
しております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項によ
り有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能
な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　未成業務支出金

主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

　　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備の一部を
　除く）については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　15年～47年
工具、器具及び備品　　３年～10年

② 無形固定資産
　　定額法を採用しております。
　　なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
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個別注記表

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。

③ 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社は役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上して
おります。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
　当社は、プロモーション事業を主な事業とし、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に対価を受け取れると見込まれる金額で収益を認識しております。
　当社における、主な履行義務の内容は、セールスプロモーションやイベントプロモーションの企画制
作業務、店頭販促支援やＢＰＯサービスの企画運営業務があります。セールスプロモーションやイベン
トプロモーションの企画制作業務、店頭販促支援やＢＰＯサービスの企画運営業務の大半は、顧客への
業務がすべて完了するまでは対価の回収可能性に不確実性を有することから、これらは一時点で充足さ
れる履行義務として、業務完了時に収益を認識することとしております。ただし、ＢＰＯサービスの企
画運営業務のうち個別契約においてキャンセル条項が明示されている案件、店頭販促支援で派遣基本契
約を締結しているサービスにおいては、一定の期間にわたり充足される履行義務であるため、進捗度を
見積り、それに基づいた収益を一定の期間にわたり認識しております。
　なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができ、かつ発生した費用の回収可能性が
ある場合は、提供単価×時間×人数により収益を計算しております。合理的に見積ることが困難で、か
つ発生した費用の回収可能性が見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
　　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第
20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号　2022年10月28日）第65－２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による計算書類に与える影響はありません。
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個別注記表

（１）有形固定資産の減価償却累計額 120,750千円

　　　　　短期金銭債権
　　　　　短期金銭債務

71,160千円
198,909千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 52,271千円
仕入高 603,775千円

営業取引以外の取引高 163,102千円

普通株式 169,100株

３. 会計上の見積りに関する注記
　繰延税金資産の回収可能性
(１)　当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産… 121,628千円

(２)　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
　　連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）繰延税金資産の回収可能性」に記載し
　た内容と同一であります。

　営業債権に関する貸倒引当金
(1)　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　 貸倒引当金…　△20,757千円

(2)　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
 　　　連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）営業債権に関する貸倒引当金」に記載
 　　した内容と同一であります。

４. 貸借対照表に関する注記

　（２）関係会社に対する金銭債権・債務（区分表示したものを除く）

５. 損益計算書に関する注記

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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個別注記表

繰延税金資産
未払賞与 38,188千円
未払事業税 25,039千円
役員退職慰労引当金 64,132千円
退職給付引当金 39,643千円
貸倒引当金繰入超過額 9,403千円
子会社株式評価損 17,716千円
投資有価証券評価損 7,086千円
資産除去債務 19,141千円
未払法定福利費 7,726千円
その他 4,933千円

繰延税金資産小計 233,011千円
評価性引当額 △88,935千円
繰延税金資産合計 144,076千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △13,724千円
資産除去費用 △8,723千円

繰延税金負債合計 △22,447千円
繰延税金資産の純額 121,628千円

７. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

種 類 会 社 等 の 名 称
議決権等の所

有
（被所有）割

合
関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社

株式会社フロンテ
ィアダイレクト 直接 100.0%

所有

　
当社の販売・販
促支援

同社の管理
事務 66,748

未 収 入 金 7,498
出向料 7,728

販売・販促
支援 400,551

買 掛 金 118,984

未 払 費 用 5,594

株式会社イリアル 直接 100.0%
所有

　
当社の販売・販
促支援

同社の管理
事務 24,162

未 収 入 金 3,310
出向料 10,054

販売・販促
支援 96,502 買 掛 金 60,960

⑴ １株当たりの純資産額 1,472円61銭
⑵ １株当たりの当期純利益 133円79銭

８. 関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等

子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）サービスの販売価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上、決定しております。

９. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（収益認識に関する注
　記）」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

12. その他の注記
　　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年７月１日

株式会社フロンティアインターナショナル
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
 東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 友 裕
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 田 　 悟

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社フロンティアインターナショナルの
２０２４年５月１日から２０２５年４月３０日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社フロンティアインターナショナル及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
　した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
　の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
　人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
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　部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
　りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
　監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
　実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
　監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
　計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
　られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
　状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
　準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
　に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
　な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
　に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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独立監査人の監査報告書
2025年７月１日

株式会社フロンティアインターナショナル
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
 東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 友 裕
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 田 　 悟

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フロンティアインターナショ
ナルの２０２４年５月１日から２０２５年４月３０日までの第３５期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

計算書類に係る会計監査報告
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はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
　した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
　の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

－ 53 －



2025/07/03 19:36:36 / 24208476_株式会社フロンティア　インターナショナル_招集通知_電子提供措置用

個別会計監査報告

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
　は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
　統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
　りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
　査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
　性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
　査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
　等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
　る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
　り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
　拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
　算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年５月１日から2025年４月30日までの第35期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め
るとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

監査役会の監査報告
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2025年７月１日

株式会社フロンティアインターナショナル　監査役会
常勤監査役（社外監査役） 平 川 功 ㊞
社外監査役 田 中 晃 次 ㊞
社外監査役 美 澤 臣 一 ㊞

　

２. 監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果

　　　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

　　　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

　　　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　
以　上

－ 56 －
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

議　　　案 剰余金処分の件
　当社グループでは、株主の皆さまに対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財務状
況、中長期的な事業拡大に必要な内部留保など、その見通しに応じた適切な利益還元策を柔軟に検討し、実施
することを基本方針としています。
　配当政策に関するＫＰＩとして、資本効率のさらなる向上を達成するため、大型M＆Aが発生しない場合に
は配当性向50%を目安として新たな配当方針とすることにしました。

期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
　金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金99.0円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は440,540,100円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2025年７月31日といたしたいと存じます。

以上

－ 57 －
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地図

会場：東京都渋谷区渋谷三丁目３番５号
NBF渋谷イースト１階　当社会議室
TEL 03－5778－3500

※渋谷駅東口交差点周辺工事に伴い、駅形状、出入口、
　歩行者ルートが変わる場合がありますので、ご注意ください。

＜交通のご案内＞
渋谷駅 東口より 徒歩７分 （ＪＲ線・銀座線・井の頭線）

C１ 出入口より 徒歩７分 （半蔵門線・副都心線・東横線・田園都市線）

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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